
海南市農業委員会委員候補者募集要領 

 

 農業委員会委員については、農業者等及び農業関係者の組織する団体その他の関係者に推薦を求

めるとともに、一般的な募集によりこれらの候補者を求め決定します。 

 つきましては、海南市農業委員会委員候補者を次のとおり募集します。 

 

１ 募集人数 

  １４人 

 

２ 任用期間 

  令和８年７月20日から令和11年７月19日まで 

 

３ 身分 

  海南市の特別職の非常勤職員 

 

４ 職務内容 

  毎月定例総会へ出席 

   〇農地法に係る農地の権利移動、農地転用等の許可、違反転用への対応 

   〇農用地利用集積等促進計画の承認 

   〇農地利用最適化の推進に関する施策の意見の決定 

  その他、研修会等へ出席していただく場合もあります。 

 

５ 委員報酬 

  会長：月額３９，６００円   委員：月額２３，７００円 

    

６ 推薦を受ける者及び応募する者の資格 

  農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所

掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次のいずれにも該当しないもの。 

 ⑴ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 ⑵ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

 

７ 推薦及び応募に係る手続き等 

  規定の様式に必要事項を記入・押印のうえ、⑶の添付書類を添えて、郵送又は持参により、海

南市農業委員会事務局までご提出ください。 

   なお、推薦及び応募に係る書類は返却しませんのでご了承ください。 

 ⑴ 推薦及び応募様式 

農業者等（個人）が推薦する場合 【様式第１号】 

法人又は団体が推薦する場合 【様式第２号】 

自ら応募する場合 【様式第３号】 

  



 ⑵ 様式の入手方法 

   次の窓口に備えるほか、下記のホームページからもダウンロードできます。 

窓 口 所在地 電話番号 

海南市農業委員会事務局 
〒642-8501 

 海南市南赤坂11 
073-483-8773 

海南市下津行政局 
〒649-0121 

 海南市下津町丸田217-1 
073-492-1212 

海南市日方支所 
〒642-0002 

 海南市日方1519-10 
073-483-8778 

海南市野上支所 
〒640-1171 

 海南市野上中167-5 
073-487-0056 

海南市亀川出張所 
〒642-0015 

 海南市且来272 
073-482-0640 

   開庁時間は午前８時30分から午後５時15分までとなっております。 

   ※土曜、日曜、祝日及び年末年始は除きます。 

   【海南市ホームページ】 

    http://www.city.kainan.lg.jp/kakubusho/nogyoiinnkai/index.html 

 

 ⑶ 添付書類 

  ア 被推薦者又は応募者の住民票（発行後３か月以内及び本籍地記載のもの） 

  イ 被推薦者又は応募者が認定農業者（農業経営改善計画認定申請書提出済みの者（以下「認

定申請中の者」という。）を含む）である場合は、経営改善計画認定書等の認定農業者であ

ることを証明する書類の写し。 

    ただし、認定申請中の者については、海南市農業委員会委員候補者評価委員会の開催日前

日までに経営改善計画認定書等の認定農業者であることを証明する書類の写しを提出してく

ださい。 

 

８ 受付期間 

  令和７年12月15日㈪～令和８年１月23日㈮(平日８時30分から午後５時15分まで)に海南市農業

委員会事務局へ持参又は郵送(当日消印有効)してください。なお、提出された推薦申込書及び応

募申込書は返却しませんのでご了承ください。 

  ※書類の提出期間は延長する場合があります。この場合、受付期間終了日以降に海南市のホー

ムページ等により公表します。 

 

９ 選定方法 

  提出された推薦・応募申込書の内容等をもとに、海南市の農業の状況を理解し、今後の海南市

の農業の発展に資する方、及び農地利用の最適化の推進に熱意をもって活動できる方であるかを

重視し、海南市農業委員会委員候補者評価委員会を開催し、評価を行います。（必要に応じて面接

等を行う場合があります。） 

  結果については、３月下旬に推薦代表者又は応募者に文書により通知します。 

  



10 推薦及び応募に係る書類の提出先及び問合わせ先 

   〒６４２－８５０１ 

   海南市南赤坂11 

   海南市農業委員会事務局（海南市役所５階） 

   電 話 ０７３－４８３－８７７３（直通） 

   ＦＡＸ ０７３－４８３－８４６６ 

 

11 その他 

  受付期間の中間及び期間終了後に、海南市のホームページ等で、提出のあった推薦及び応募に

係る書類をもとに以下の内容を公表します。【農業委員会法第９条第２項】 

 ⑴ 推薦者（個人）については氏名、職業、年齢及び性別 

 ⑵ 推薦者（法人又は団体）については、名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数及

び構成員の資格・要件 

 ⑶ 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況 

 ⑷ 推薦又は応募の理由 

 ⑸ 推薦者が被推薦者を海南市農地利用最適化推進委員に推薦しているか否かの別、又は応募者

が海南市農地利用最適化推進委員に応募しているか否かの別 

 ⑹ 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者数（認定申請中の者を含む）等の数 

 ⑺ 応募者の数及びそのうちの認定農業者（認定申請中の者を含む）等の数 


